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「受信料問題に関する公開質問」への回答 

 

ＮＨＫ関連労働組合連合会 

議長 新田 豊作 

 

ＮＨＫ関連労働組合連合会（略称・ＮＨＫ労連）は、ＮＨＫとＮＨＫ関連団体の労働組合

の連合体で、組合員は１２，３００名が参加しています。 

ご質問は多岐にわたり、私たちのなかで検討・議論が不十分な部分もありますが、できる

だけ率直にお答えしたいと思いますが、まず一連の不祥事に関して申し上げます。 

 

７月２０日にＮＨＫ経営が、記者会見で「プロデューサーの番組経費着服事件」を発表し

てから、一連の不祥事の発覚が続き、４カ月を超えてしまいました。そして１２月４日に

は詐欺容疑で逮捕されるに至りました。この間、多くの視聴者からＮＨＫ受信料の不払い、

契約拒否などが続いています。ＮＨＫに働くものとして本当に申し訳なく、お詫びすると

ともに、再発防止と信頼回復にむけて、労働組合としても努力していきます。 

 

項目別にお答えする前に、現在の思いやＮＨＫグループで働くものとしての基本的な考え

方を述べさせていただきます。 

 

受信料で運営されるＮＨＫ。その受信料制度は、放送法第３２条で、ＮＨＫの放送を受信

することのできる受信設備の設置者に受信契約の締結を義務づけていますが、支払い義務

を規定していません。そして罰則などの制裁措置がありません。この部分に大きな意義が

あると考えています。今日、有料ＣＡＴＶや衛星放送、インターネットでの放送サービス

まで出現している多チャンネル時代に、「違反に対してなんの拘束力のない法律ではない

か」ということになるのでしょうが、だからこそ、受信料制度は視聴者の理解と支持によ

ってのみ支えられる制度だと言えるのです。諸外国の受信料制度と比べて大きな特色であ

り、国家から独立した言論・報道機関であり、視聴者を基盤とする公共放送の料金システ

ムとしてふさわしいものだと考えています。私たちは、受信料制度を公共放送・ＮＨＫを

支える財政基盤として、ベストではないがベターだと考えています。 

こうした土台＝受信料制度に支えられているＮＨＫですが、多チャンネル時代に入り、視

聴者の対価意識が強くなってきている時代の流れのなかで、また、ＮＨＫの役割の希薄化

が云々されているなかで、ＮＨＫの存在意義を明確にすることが問われていると考えてい

ます。 

１９９０年代以後、「規制改革」「構造改革」などさまざまな改革が叫ばれ、既存のシステ

ムの改変が実行されてきました。規制が社会の発展を遅らせ、税の無駄遣いを生み出し、



人々の自律意識までも鈍らせてきたという主張の全てを否定するものではありません。し

かし、「構造改革」や「規制改革」をかかげる政策展開は、市場での競争こそが良いものを

生み出し、強いものだけが生き残れという路線と感じられてなりません。 

こうした時代の流れのなかで、一律の受信料で一人一人の受信者に支えられるＮＨＫが、

公共放送としてその役割をきちんと果たすことこそがその存在意義を示すときだと考えま

す。儲け主義でなく、センセーショナリズムでなく、そして受信料により財政的に独立を

保障されていることで、「権力の番犬」の役割を果たすジャーナリズムとしての公共放送Ｎ

ＨＫが存在し、「働かねばならない」と考えています。放送法はその目的として、放送は「公

共の福祉のために」あり、「健全な発達を図る」こととしています。そして「不偏不党、真

実及び自律を保障することで、表現の自由を確保すること」、第三に「健全な民主主義の発

達に資する」ことを明記しています。法律に「民主主義」云々が記述されているのは、他

にないと聞きます。 

そのうえでＮＨＫには「あまねく日本全国において受信できるよう豊かで、かつ、良い放

送番組による国内放送を行う（後略）」ようその目的を明確に規定しています。このことか

ら私たちはこの変化の激しい時代のなかで、ＮＨＫが基盤としているすべての視聴者の立

場に立って、放送でその役割を果たしていくことがその存在理由だと考えています。 

公共放送ＮＨＫと受信料制度についての考え方が、情緒的、あるいは理想的すぎると思わ

れるかもしれませんが、放送は文化であり、民主主義の根幹にかかわる表現の自由の問題

であります。ここに立脚するからこそ思想も志も高く持たなければならないことをご理解

ください。 

では、今のＮＨＫはその役割を果たしているのかと問われると、即座に「Ｙｅｓ」とは応

えられないのも私の正直な思いです。 

今回の一連の不祥事に対する視聴者のみなさんからの怒り、不信、また再生への励ましの

なかに「はい」と応えられるようになるための課題がはっきりと見られます。 

 

第一は、受信料は視聴者の「信頼」のうえにたって支払われていることを、ＮＨＫ経営と

ＮＨＫで働く全ての者が再認識しなければなりません。改めて「公金」意識を徹底させる

のは当然のことで、そのために、ＮＨＫ職員の一人ひとりが受信料制度を視聴者のみなさ

んにしっかりと語れるように学習・議論し、身につけなければなりません。 

第二は、ＮＨＫは視聴者のみなさんに真正面に向き合って事業を展開していかなければな

りません。公共放送ＮＨＫが視聴者によって支えられていることを改めて重く認識し、視

聴者に向かって開かれていかなければなりません。 

第三は、ＮＨＫの中が風通しの良い、自由にものが言える場にしなければなりません。そ

のために労働組合は、視聴者の側に立ち、民主主義が失われないように、これまで以上に

しっかりと物を言っていかなければなりません。 

 



質問１． 

９割以上の方が「納得がいかない」と回答されたことに、率直に言って大変驚いています。

「納得している」人が９％に留まっていることに関して、これまでＮＨＫが取りくんでき

た受信料制度の理解・促進活動がまったく不十分であったということになります。公共放

送の財源確保というのは、「お金が確保されれば良し」とされるのではなく、視聴者の皆さ

んに納得して払っていただけることが重要であると考えます。 

私たち労働組合もさまざまな場で、「ＮＨＫとは」「受信料制度とは」を説明してきました

が、アンケートの内容を踏まえて、取り組みの再構築をしなければならないと考えさせら

れました。 

 

質問２． 

公共放送・ＮＨＫを支える財政基盤としての受信料制度は、情報発信者であるＮＨＫと視

聴者との回路を確保するものであると考えます。そのことにより、ＮＨＫの放送内容や経

営姿勢に対して提言・提案が保障され、ＮＨＫは、それらを受けとめ、放送番組や事業運

営に反映させていくことになります。それを担保するのが受信料で、払っていただく視聴

者のみなさんを「一株株主」だと位置づけたのは、私たち労働組合です。 

「従量課金」や「ペイパービュー方式」については、放送視聴への対価としての支払うと

いう分かりやすいシステムだと思います。しかし、支払い能力のある人に情報・番組が偏

り、情報格差が生じることを危惧します。先にも述べましたが、ＮＨＫが公共放送として、

この時代の流れのなかで、基本となる情報を視聴者のみなさんに提供するには、そぐわな

い制度だと考えます。報道、教育・教養、スポーツや娯楽番組など基本的なサービスとと

もに、災害報道を伝えるには、視聴者を選別しない今のシステムが良いと考えます。 

多様なライフスタイルが求められる現在、視聴者ニーズに応える課金制度による放送局が

存在するのは当然のことです。そうした放送局とＮＨＫがどのように併存していくのが良

いのかが問題であると考えます。 

 

質問３． 

結論からいえば、受信料で運営される公共放送・ＮＨＫと広告収入による「民間放送」の

並立体制で、今よりもより放送内容や質で競争しつつ、視聴者ニーズに応えていくことが

良いと考えています。 

税金や政府の交付金で運営される「国営放送」は、国家の強い統制のもとに従属させられ、

その政府・権力のプロパガンダと思想の強制、統一のために使われる放送局となります。

現実にいくつかの国に実例を見ることができます。１０数年前の東欧革命は、こうしたコ

ントロールのもとで、西側から流れてくる放送を見聞きした民衆が立ち上がった結果だと

いわれています。表現の自由が民主主義社会を成立させたのを私たちは目撃できました。 

広告を財源とする「民間放送」は、放送法でその公共性を求められるとしてもＮＨＫより



はゆるやかで、民放各局間では活発な競争でその創造性と工夫をこらした放送事業を行っ

ています。ただ、広告収入は視聴率がその番組の価値＝価格を決定しますから、売れる番

組を意識しすぎて、番組づくりに問題を生じていることは指摘されるとおりです。また、

広告主への配慮も縛りとなるとも聞きます。その典型を視聴率の調査家庭への「買収」工

作が行われたという事件に見られます。しかし、こうした制約を乗り越えて、最初に述べ

たＮＨＫと民間放送各局が切磋琢磨していくことが良いのだと考えています。 

ここで私たちが問題にしなければならないのは「公共」の概念です。さまざまな捉えかた

があると思います。大きく発展している民放も、多くの視聴者が見ていることから「公共

性」をもっているともいえます。私たち労働組合では、この「公共」について長い間、検

討・議論してきました。今も行っています。検討してきた中のひとつの考え方で、「誰でも

参加できることが大事ではないか」との考え方です。ディズニーランドは高い人気を得て、

多くの入場者を確保していますが、だからといって町の中にある公園も必要だと思います。

この公園の「公」という字がどのような意義をもつものなのかを明確にしていくことが私

たちの宿題であると思います。 

 

質問４． 

支払いを拒否されているお宅には、地域スタッフ（貴組織が集金スタッフと呼んでいる受

信料の契約・集金を担当するＮＨＫから業務委託を受けたもの）をはじめ営業の担当者が

粘り強く説明し、説得し、視聴者の皆さんの理解をえる努力を重ねています。こうした努

力はなんとも非効率ではないかと指摘されますが、ＮＨＫの性格から、私たちはこの方法

が大切なのだと考えてきました。しかし、公平負担が受信料制度の根幹であることからす

れば、悩みの深いことです。正直に申し上げれば、昼間不在者の増加やロックマンション

等による面接が困難で現場で苦労している地域スタッフからは、「義務化も必要ではない

か」との意見も少なくありません。でもここで｢受信料制度の理解促進活動へ一層の努力を

しなければ公共放送ＮＨＫはなくなる｣と自らを叱咤激励しています。是非、ご理解をいた

だきたいところです。 

ただ、受信料支払義務化はＮＨＫの性格を変えてしまうと考えられますが、受信料制度が

担保しているＮＨＫの自主・自律性が保障され、強弱は別にして強制的な方法で財源確保

がなされるならば、その導入について考えないではありません。しかしながら、その方法

については、これまでのところ考えついていません。 

携帯端末やパソコンなどへの新たなネットサービスについては、その提供するコンテンツ

は受信料で制作・送信されているものです。こうした分野へのＮＨＫの進出は、その業務

範囲を超えるものだとか、民業圧迫だとの指摘があります。わたしたちは、このデジタル

時代、ネットサービスは大多数の視聴者の要求だと思いますが、公共放送ＮＨＫとしての

身の丈にあった範囲について、検討していかなければならないと考えています。 

 



質問５． 

「受信料をより効率的・効果的に使うべきだ」と言われます。まったくそのとおりだと思

います。また、「ＮＨＫは民間企業に比してコスト意識が低いのではないか」とも言われま

す。率直に見直すべきところは見直さなければならないと考えます。 

一方で、放送番組の質の確保も見失ってはいけないと考えます。ここまで衛星放送が始ま

り、デジタル放送が平行して行われ、地域放送の充実も具体的に打ち出され、始まってい

ます。この間、ＮＨＫ職員は、およそ３０％弱、ピーク時からおよそ５０００人の削減が

行われました。労働組合も番組の質を確保することを最重点にしつつ、向き合ってきまし

た。ＮＨＫの仕事は増えこそすれ減っていませんから、関連団体や外部のプロダクション

や会社、専門家に担ってもらっているわけです。いわゆる協業・共同制作体制で取りくん

でいます。その業務展開は、以前に比べてかなり効率化されています。業務運営の効率化

方針のもとで、経費節減が具体的に現場にかぶせられてきます。臨時的雇用のスタッフや

外部の人たちの賃金や業務委託費がその仕事に応じて適切なのかどうかも労働組合として

検討しなければなりません。弱者へのしわ寄せが起こりやすいからです。率直に言ってこ

れ以上の制作費の削減は、現場のやる気を削ぐように思えてなりません。労働組合として

は、現場で働くものたちの意欲をなくするような施策はとってはならないと考えます。 

 

 

問６． 

放送が良質な娯楽番組を送出することは必要であり、仮にＮＨＫが娯楽番組の制作から手

を引くと大衆的な娯楽、エンターテイメントの番組は、衰退すると考えます。それは民放

とのバランスがあると思います。 

それは、民放はその性格からして、視聴率が番組の成否の基準となっています。そのため

民放の多くの娯楽番組は、商業主義で、時流に迎合するものが、放送されています。ＮＨ

Ｋでは人（性格や身体的なこと）を「バカ」にして笑いを取るようなことはありません。

ほんとうに人間的で、家族の寄り添い、あるいは日本の伝統的な芸能の価値を認めて、娯

楽番組を制作することは、ＮＨＫがやらねばならない放送の重要なジャンルだと考えてい

ます。 

今、テレビの娯楽番組に、強い危惧を感じています。今はもう生で聞くことができません

が、例えば私の好きな「いとし、こいし」師匠のしゃべくり漫才のおかしさは、その年輪

を重ねた巧みな話芸と話の中身の面白さが全てだと言えます。しかし、決して人の性格や

顔立ち、姿形をネタにして笑いをとることのない芸の品性が、さわやかで好もしいことが、

漫才ファンを魅了したのだと思います。漫才だけでなく、クイズ、マジック、落語に浪曲、

演歌などの歌番組であれ、劇場からの中継番組などなど、こうした演芸、芸能、娯楽番組

は、人々の生活のなかで欠かすことのできない放送です。そのジャンルで民放とは違い、

真に人々に楽しんでもらえる娯楽番組を放送するのは、ＮＨＫの重要な役割だと考えます。 



 

質問７． 

相次いだ不祥事について、お詫びの仕様もない、申し訳の立たないことだと考えています。

深く反省し、二度と起こしてはならない、そのために労働組合として何ができるのか、何

をせねばならないのかを考え、議論しています。 

ここ数年、企業の不祥事をいくつも見てきました。それをＮＨＫは報道してきました。他

山の石として学んできたはずです。しかしこの事態です。いま“企業の社会的責任”が厳

しく問われ、企業が提供する商品やサービスだけでなく、企業行動のなかで社会的公正性

や環境などを組み込み、顧客だけでなく労働者や関係する企業パートナーに対して説明責

任を果たしていくことが強く求められています。その結果が企業の「品格」を決め、企業

活動の信頼を高め、「客」の支持を得て、株価にも反映し、企業が発展していくのだとされ

ています。今、多くの企業がこのことを強く意識し、人材育成も含めて企業活動を展開し

はじめています。 

しかし近年、アメリカの巨大企業の不正が数多く暴かれたときに、企業が行動憲章や倫理

綱領を宣言し、役員や従業員の監視を強化しても不正の防止は不可能だといわれました。

強い経営意志のもとで具体的、計画的、継続的な研修などの取り組みで、一人一人の意識

の変化を促し、企業風土を変えることが大切なのです。そしてこの取り組みは、働くもの

の参画なくして成立しません。とくに労働組合として取り組みをすすめていく上で、労使

協議が重要な位置づけとなります。自由にものが言えることは、責任も生じますが、労働

組合の存在の証です。 

こうした意味で今回の「不祥事」に対するＮＨＫ経営の対応は問題です。視聴者には国会

中継はしない。労働組合には真正面に向き合ってきませんでした。 

ＮＨＫ労連としては、ＮＨＫが危機的状況にある今こそ、ＮＨＫ全体で行動を起すときだ

と考えます。ＮＨＫ全体で視聴者と向き合い、反省し、変わっていくことを行動で示すし

か信頼回復はありません。ＮＨＫ労連と各組合も、それぞれの経営に対して具体的な改革

への提言をすることにより責任を負っていかなければなりません。そうでなければ公共放

送ＮＨＫの将来を切り拓けないと考えます。 

こうした議論を重ねていくなかで、わたしたち自身がどうあるべきかが認識でき、指摘さ

れる地域スタッフの対応の悪さも自覚でき、自らを変えていかねばならないことを学んで

いくと考えています。個々人の自覚がもっとも大切だと言うことは違いないのですが、具

体的にはマナーや接客の研修も必要ですし、なによりもしっかりと公共放送・ＮＨＫを視

聴者に語れる力を持ちたいと考えます。そのために必要な学習や研修の場は不可欠です。

労働組合として努力を重ねていきますが、ＮＨＫ経営にも組織的、計画的な研修の場の設

置を求めていきます。もちろん地域スタッフだけではありません。ＮＨＫで働くすべての

人たちが対象とならなければなりません。 

そして最後に、お尋ねの情報公開についてですが、信頼が受信料制度の土台だということ



ですから、それを負担してくださる視聴者に対して、オープンなＮＨＫであることが重要

です。今回の不祥事の根底には、ＮＨＫの隠蔽体質が存在すると指摘されています。ジャ

ーナリズムの基本である取材源の秘匿や、個人情報・プライバシーの保護など人権への配

慮が必要なものなど、公開できないものを明確にしたうえで、視聴者の情報公開に対する

求めに応じていくべきだと考えます。 

 

長くなりましたが、以上、ご質問に対するお答えとさせていただきます。  

 

 


